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(57)【要約】
【課題】装置内のどの箇所で異常が発生しているのかを
容易に検出できるようにすること。
【解決手段】複数の信号処理部１１１の各々は、データ
信号の処理経路に沿って順番に当該データ信号を処理し
、複数のセレクタ１１２の各々は、複数の信号処理部１
１１の各々に対応付けて設けられており、複数のセレク
タ１１２に含まれる一のセレクタ１１２－１は、制御部
１１３からの指示に応じて、一のセレクタ１１２－１に
対応付けられた一の信号処理部１１１－１から出力され
たデータ信号を、一の信号処理部１１１－１に入力し、
制御部１１３は、セレクタ１１２に指示することで、処
理経路の上流から順番に、１つの信号処理部１１１から
の出力を折り返させて、異常が発生するか否かを検出す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号処理部と、
　複数のセレクタと、
　制御部とを備える通信装置であって、
　前記複数の信号処理部の各々は、データ信号の処理経路に沿って順番に当該データ信号
を処理し、
　前記複数のセレクタの各々は、前記複数の信号処理部の各々に対応付けて設けられてお
り、
　前記複数のセレクタに含まれる一のセレクタは、前記制御部からの指示に応じて、当該
一のセレクタに対応付けられた一の信号処理部から出力されたデータ信号を、当該一の信
号処理部に入力し、
　前記制御部は、前記処理経路の上流から順番に、前記複数の信号処理部に含まれる一つ
の信号処理部を選択して、当該選択された信号処理部に対応付けられている一つのセレク
タに指示することで、当該選択された信号処理部から出力されたデータ信号を当該選択さ
れた信号処理部に入力させて、当該選択された信号処理部で異常が発生するか否かを検出
する解析処理を行うこと
　を特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記解析処理において、前記制御部は、前記選択された信号処理部で異常の発生を検出
した場合に、前記選択された信号処理部に異常の原因があると判断すること
　を特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記制御部により異常の原因があると判断された信号処理部を示す情報を外部装置に出
力する出力部をさらに備えること
　を特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記解析処理を行っていないときに、前記複数の信号処理部の何れかで
異常の発生を検出した場合に、前記解析処理を開始すること
　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項５】
　ユーザからの解析指示の入力を受ける入力部をさらに備え、
　前記制御部は、前記入力部が前記解析指示の入力を受けた場合に、前記解析処理を開始
すること
　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項６】
　他の装置からの解析指示の入力を受ける入力部をさらに備え、
　前記制御部は、前記入力部が前記解析指示の入力を受けた場合に、前記解析処理を開始
すること
　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記複数の信号処理部の各々は、異常が発生した場合に、前記制御部に異常の発生を通
知し、
　前記制御部は、前記通知により、異常の発生を検出すること
　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記複数の信号処理部の各々は、前記データ信号の処理の実行時における処理性能を示
す値を、前記制御部に通知し、
　前記制御部は、前記複数の信号処理部の各々の処理性能を示す値と、設定された閾値と
に基づいて、異常の発生を検出すること
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　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項９】
　ユーザから前記閾値の設定を受ける入力部をさらに備えること
　を特徴とする請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、設定された時間に、前記解析処理を行うこと
　を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　ユーザから前記時間の設定を受ける入力部をさらに備えること
　を特徴とする請求項１０に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関し、特に、自装置内で発生した異常の原因を解析する通信装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信装置としての光送受信装置を用いた伝送システムは、近年の通信データの大容量化
及び高速化に伴い、装置当たりの伝送容量も、従来の１Ｇｂｐｓ及び１０Ｇｂｐｓから、
４０Ｇｂｐｓ及び１００Ｇｂｐｓの大容量化が進んでいる。そして、伝送容量に関しては
、さらなる大容量化の要求が高まっている。
【０００３】
　装置当たりの伝送容量が増加すると、伝送路の異常又は装置の異常が発生した場合に、
その影響も非常に大きくなる。このため、高い信頼性、及び、異常発生時の迅速な原因解
析が必要になる。
　従来の技術としては、例えば、特許文献１に記載されている障害検出方式がある。この
障害検出方式では、入力断又は同期外れといった特定の異常が発生した場合に、回線に対
して多重に接続されている変換装置の各々が、入力された信号を折り返すことにより、自
装置に異常があるのか、又は、他の伝送路で異常があるのかを検出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－２６４３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の技術では、特定の異常が発生した場合に、伝送路の異常か、装置の異常かを切り
分けることができるが、装置内で異常が発生していた場合、各信号処理部のどこで異常が
発生しているかを切り分けることはできない。このため、原因特定のためには、人手で切
り分けを行っており、原因特定に時間を要してしまう。
【０００６】
　また、従来の技術では、一度異常が発生した後にも、時間経過等により復旧する場合が
あり、異常復旧前に切り分けができなかった場合には、原因特定が更に困難になる問題が
ある。
【０００７】
　そこで、本発明は、装置内のどの箇所で異常が発生しているのかを容易に検出すること
ができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る通信装置は、複数の信号処理部と、複数のセレクタと、制御部と
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を備える通信装置であって、前記複数の信号処理部の各々は、データ信号の処理経路に沿
って順番に当該データ信号を処理し、前記複数のセレクタの各々は、前記複数の信号処理
部の各々に対応付けて設けられており、前記複数のセレクタに含まれる一のセレクタは、
前記制御部からの指示に応じて、当該一のセレクタに対応付けられた一の信号処理部から
出力されたデータ信号を、当該一の信号処理部に入力し、前記制御部は、前記処理経路の
上流から順番に、前記複数の信号処理部に含まれる一つの信号処理部を選択して、当該選
択された信号処理部に対応付けられている一つのセレクタに指示することで、当該選択さ
れた信号処理部から出力されたデータ信号を当該選択された信号処理部に入力させて、当
該選択された信号処理部で異常が発生するか否かを検出する解析処理を行うことを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、処理経路の上流から順番に異常の発生の有無を検出すること
で、装置内のどの箇所で異常が発生しているのかを容易に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】光伝送システムの一例を概略的に示すブロック図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、制御部のハードウェア構成の例を示す概略図である。
【図３】異常発生時の解析処理を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態２に係る光伝送システムの一例を概略的に示すブロック図である。
【図５】実施の形態３に係る光伝送システムの一例を概略的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　実施の形態１に係る光伝送システムについて図を用いて説明する。光伝送システムは、
複数の光送受信装置を多段に接続することで構成されている。
【００１２】
　図１は、光伝送システムの一例を概略的に示すブロック図である。
　光伝送システム１００は、例えば、第１の通信装置として機能する第１の光送受信装置
１１０Ａと、第２の通信装置として機能する第２の光送受信装置１１０Ｂとを備える。な
お、第１の光送受信装置１１０Ａ及び第２の光送受信装置１１０Ｂは、同様に構成されて
おり、以下、特に各々を区別する必要がない場合には、光送受信装置１１０という。なお
、光伝送システム１００を構成する光送受信装置１１０の数は、２つに限定されない。
【００１３】
　光送受信装置１１０は、第１の信号処理部１１１－１、第２の信号処理部１１１－２、
・・・、第Ｎの信号処理部１１１－Ｎ（Ｎは２以上の整数）と、第１のセレクタ１１２－
１、第２のセレクタ１１２－２、・・・、第Ｎのセレクタ１１２－Ｎと、制御部１１３と
、メモリ部１１７と、入力部１１８と、出力部１１９とを備える。なお、第１の信号処理
部１１１－１、第２の信号処理部１１１－２、・・・、第Ｎの信号処理部１１１－Ｎの各
々は、同様に構成されているため、以下、特に区別する必要がない場合には、信号処理部
１１１という。また、第１のセレクタ１１２－１、第２のセレクタ１１２－２、・・・、
第Ｎのセレクタ１１２－Ｎの各々は、同様に構成されているため、以下、特に区別する必
要がない場合には、セレクタ１１２という。なお、第１のセレクタ１１２－１は、第１の
信号処理部１１１－１に対応付けられて設けられており、第２のセレクタ１１２－２は、
第２の信号処理部１１１－２に対応付けられて設けられており、第Ｎのセレクタ１１２－
Ｎは、第Ｎの信号処理部１１１－Ｎに対応付けられて設けられている。
【００１４】
　複数の信号処理部１１１は、データ信号の処理経路に沿ってデータ信号を順番に処理す
るように配置されている。
　各々の信号処理部１１１は、データ信号の処理経路の上流側から入力されるデータ信号
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に対して、予め定められた処理を行い、処理後のデータ信号を下流側に出力する。信号処
理部１１１は、データ信号の処理において異常を検出した場合には、制御部１１３に異常
の警報を通知する。ここでの警報は、異常の発生を示すものである。
【００１５】
　セレクタ１１２は、制御部１１３からの指示に応じて、対応付けられている信号処理部
１１１に入力するデータ信号を選択する。通常、セレクタ１１２は、データ信号の処理経
路の上流側から入力されるデータ信号を、対応付けられている信号処理部１１１に入力す
る。しかしながら、セレクタ１１２は、セレクタ制御部１１４からの指示により、対応付
けられている信号処理部１１１から出力されたデータ信号をその信号処理部１１１に入力
する。例えば、第１のセレクタ１１２－１は、通常、第２の信号処理部１１１－２から入
力されたデータ信号を第１の信号処理部１１１－１に入力するが、セレクタ制御部１１４
からの指示により、第１の信号処理部１１１－１から出力されるデータ信号を第１の信号
処理部１１１－１に折り返す。
【００１６】
　制御部１１３は、光送受信装置１１０での処理を制御する。例えば、制御部１１３は、
データ信号の処理経路の上流から順番に、複数の信号処理部１１１に含まれる一つの信号
処理部１１１を選択して、選択された信号処理部１１１に対応付けられている一つのセレ
クタ１１２に指示することで、選択された信号処理部１１１から出力されたデータ信号を
その選択された信号処理部１１１に入力させて、この選択された信号処理部１１１で異常
の発生が検出されるか否かを順次検出する解析処理を行う。そして、制御部１１３は、解
析処理において、異常の発生が検出された場合には、異常の発生が検出された際に選択さ
れていた信号処理部１１１に異常の原因があると判断する。
　制御部１１３は、セレクタ制御部１１４と、警報検出部１１５と、解析制御部１１６と
を備える。
【００１７】
　セレクタ制御部１１４は、解析制御部１１６からの制御に応じて、セレクタ１１２に指
示することで、セレクタ１１２に対応付けられている信号処理部１１１から出力されたデ
ータ信号を、その信号処理部１１１に入力するように、データ信号の折り返しを行わせる
。
【００１８】
　警報検出部１１５は、信号処理部１１１からの警報の通知により、警報を検出する。
　また、警報検出部１１５は、検出された警報及び解析制御部１１６での解析処理の結果
を示す情報を外部装置に通知する。例えば、警報検出部１１５は、出力部１１９を介して
、外部装置に解析処理の結果を通知する。また、警報検出部１１５は、出力部１１９に、
解析処理の結果を表示してもよい。ここで、解析処理において、複数の信号処理部１１１
の何れかで異常の発生が検出された場合には、解析処理の結果は、少なくとも異常の原因
と判断された信号処理部１１１を示すものとする。
【００１９】
　解析制御部１１６は、警報検出部１１５が警報を検出した場合に、セレクタ制御部１１
４を制御して、異常発生箇所の解析を行う。そして、解析制御部１１６は、異常発生箇所
の解析処理の結果をメモリ部１１７に記憶する。
　解析制御部１１６が解析を開始する条件として、警報種別及び保護時間の少なくとも何
れか一方を設定することができる。例えば、警報種別を設定することで、装置起動時等の
過渡的な状況等に、解析を行わないようにすることができる。また、保護時間として特定
の時間（例えば、１０秒等）を設定することで、その特定の時間以下の瞬時警報発生時に
、解析を行わないようにすることができる。
　また、解析制御部１１６が解析を開始する条件に、受信側要因で検出する警報のみでな
く、対向装置で異常が発生した場合に検出する後方障害警報（装置で警報検出した場合に
、信号送信元装置へ異常発生通知警報）を含めることで、自装置及び対向装置ともに解析
処理が実施され、システム全体のどこで異常が発生したかを特定することが可能となる。
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【００２０】
　メモリ部１１７は、光送受信装置１１０での処理に必要な情報を記憶する記憶部である
。例えば、メモリ部１１７は、解析制御部１１６により解析された異常発生箇所の解析処
理の結果を記憶する。
【００２１】
　入力部１１８は、ユーザ又は他の光送受信装置１１０から、指示の入力を受ける。例え
ば、入力部１１８がユーザから指示の入力を受ける場合には、入力部１１８は、ボタン等
を備える入力装置により実現される。また、入力部１１８が他の光送受信装置１１０から
指示の入力を受ける場合には、入力部１１８は、ネットワークと通信する通信インターフ
ェースにより実現される。
【００２２】
　出力部１１９は、ユーザ又は他の装置に情報を出力する。例えば、出力部１１９がユー
ザに情報を出力する場合には、出力部１１９は、情報を表示する表示装置により実現され
る。また、出力部１１９が他の装置に情報を出力する場合には、出力部１１９は、ネット
ワークと通信する通信インターフェースにより実現される。
【００２３】
　以上に記載された光送受信装置１１０の制御部１１３の一部又は全部は、例えば、図２
（Ａ）に示されているように、メモリ１０と、メモリ１０に格納されているプログラムを
実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のプロセッサ１
１とにより構成することができる。このようなプログラムは、ネットワークを通じて提供
されてもよく、また、記録媒体に記録されて提供されてもよい。
【００２４】
　また、制御部１１３の一部又は全部は、例えば、図２（Ｂ）に示されているように、単
一回路、復号回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、Ａ
ＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔｓ）又はＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａ
ｙ）等の処理回路１２で構成することもできる。
【００２５】
　第１の光送受信装置１１０Ａ及び第２の光送受信装置１１０Ｂは、伝送路１０１で接続
されている。第１の光送受信装置１１０Ａから第２の光送受信装置１１０Ｂに出力するデ
ータ信号は、第１の光送受信装置１１０Ａの第１の信号処理部１１１－１、第２の信号処
理部１１１－２、・・・、第Ｎの信号処理部１１１－Ｎの順に通過して、伝送路１０１へ
出力される。また、第１の光送受信装置１１０Ａが第２の光送受信装置１１０Ｂから受信
するデータ信号は、第Ｎの信号処理部１１１－Ｎ、・・・、第２の信号処理部１１１－２
、第１の信号処理部１１１－１の順に通過する。従って、光送受信装置１１０は、データ
信号を処理する２つの処理経路を有することとなる。
【００２６】
　図３は、異常発生時の解析処理を示すフローチャートである。
　図３に示されているフローチャートは、警報検出部１１５が何れかの信号処理部１１１
での警報の発生（異常の発生）を検出した場合に開始される。言い換えると、解析処理が
行われていない場合に、警報検出部１１５が警報の発生を検出した場合に開始される。
【００２７】
　解析を実施した場合、主データ信号を折り返すため、一時的に通信断となる。このため
、光送受信装置１１０は、解析を実施するか否かを設定可能とする。
　警報検出部１１５で通信異常の警報又は装置異常の警報を検出した場合、解析制御部１
１６は、例えば、メモリ部１１７に記憶されている解析設定有無を確認する（Ｓ１０）。
解析設定有の場合（Ｓ１０でＹｅｓ）には、処理はステップＳ１１に進み、解析が開始さ
れる。解析設定無しの場合（Ｓ１０でＮｏ）には、処理は終了する。
【００２８】
　ステップＳ１１では、解析制御部１１６は、折り返しを行う信号処理部１１１及びセレ
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クタ１１２を識別するための識別番号ｉに初期値を設定する。ここでは、図１に示されて
いる第１の信号処理部１１１－１から第Ｎの信号処理部１１１－Ｎまで、「１」から順に
１ずつ増える識別番号が付与されているものとする。また、第１のセレクタ１１２－１か
ら第Ｎのセレクタ１１２－Ｎまで、「１」から順に１ずつ増える識別番号が付与されてい
るものとする。このため、識別番号ｉの初期値は、「１」となる。
【００２９】
　次に、解析制御部１１６は、セレクタ制御部１１４に、識別番号ｉに対応するセレクタ
１１２に対して折り返し設定を行わせる（Ｓ１２）。識別番号ｉに対応するセレクタ１１
２の折り返し設定を行った場合、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１から出力される
データ信号は、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１に折り返され、識別番号ｉに対応
する信号処理部１１１が受信する。
　そして、警報検出部１１５は、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１から警報が通知
されるか、言い換えると、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１での異常の発生の有無
を確認し（Ｓ１３）、その確認結果を解析制御部１１６に通知する。解析制御部１１６は
、その確認結果を識別番号ｉに対応付けてメモリ部１１７に記憶する（Ｓ１４）。
【００３０】
　ここで、異常の発生が検出された場合には、識別番号ｉに対応する信号処理部が異常発
生の原因であり、異常の発生が検出されなかった場合には、別の箇所が異常発生の原因と
切り分けることができる。なお、折り返し設定を実施している際、不要な警報をあげない
ため、光送受信装置１１０は、解析中の警報通知の抑止設定を可能とする。通常、警報検
出部１１５は、警報を検出した場合には、予め定められた外部装置へ通知するが、解析中
の警報通知の設定が行われている場合には、警報検出部１１５は、警報を検出しても、外
部装置への通知を行わない。
【００３１】
　次に、解析制御部１１６は、セレクタ制御部１１４に、識別番号ｉに対応するセレクタ
１１２の折り返し設定の解除を行わせる（Ｓ１５）。
　次に、解析制御部１１６は、メモリ部１１７に記憶されている確認結果に基づいて、識
別番号ｉに対応する信号処理部１１１で異常が発生していたか否かを確認する（Ｓ１６）
。そして、異常が発生していない場合（Ｓ１６でＮｏ）には、処理はステップＳ１７に進
み、異常が発生していた場合（Ｓ１６でＹｅｓ）には、処理はステップＳ１９に進む。
【００３２】
　ステップＳ１７では、解析制御部１１６は、識別番号ｉが、光送受信装置１１０に設け
られている信号処理部１１１の数Ｎにまで達したか否かを確認する。そして、識別番号ｉ
がＮよりも小さい場合（Ｓ１７でＮｏ）には、処理はステップＳ１８に進む。識別番号ｉ
がＮである場合（Ｓ１７でＹｅｓ）には、処理はステップＳ１９に進む。
【００３３】
　ステップＳ１８では、解析制御部１１６は、識別番号ｉに「１」を加算する。そして、
処理はステップＳ１２に戻る。そして、識別番号ｉに対応するセレクタ１１２及び信号処
理部１１１について、ステップＳ１２以降の処理が繰り返される。
　ステップＳ１９では、解析制御部１１６は、識別番号ｉを初期値に戻す。そして、処理
はステップＳ２０に進む。
【００３４】
　ステップＳ２０では、解析制御部１１６は、メモリ部１１７に記憶されている確認結果
に基づいて、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１で異常が発生していたか否かを確認
する。そして、異常が発生していた場合（Ｓ２０でＹｅｓ）には、処理はステップＳ２１
に進み、異常が発生していない場合（Ｓ２０でＮｏ）には、処理はステップＳ２２に進む
。
【００３５】
　ステップＳ２１では、解析制御部１１６は、警報検出部１１５に、識別番号ｉに対応す
る信号処理部１１１での異常の発生を外部装置に通知させる。警報検出部１１５は、出力
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部１１９に、そのような通知を行わせる。そして、処理は終了する。
【００３６】
　ステップＳ２２では、解析制御部１１６は、識別番号ｉが、光送受信装置１１０に設け
られている信号処理部１１１の数Ｎにまで達したか否かを確認する。そして、識別番号ｉ
がＮよりも小さい場合（Ｓ２２でＮｏ）には、処理はステップＳ２３に進む。識別番号ｉ
がＮである場合（Ｓ２２でＹｅｓ）には、処理はステップＳ２４に進む。
【００３７】
　ステップＳ２３では、解析制御部１１６は、識別番号ｉに「１」を加算する。そして、
処理はステップＳ２０に戻る。そして、識別番号ｉに対応する信号処理部１１１で異常が
発生したか否かを確認する処理が繰り返される。
　ステップＳ２４では、解析制御部１１６は、警報検出部１１５に、異常の発生がない旨
を外部装置に通知させる。警報検出部１１５は、出力部１１９に、そのような通知を行わ
せる。
【００３８】
　以上に記載されたフローにより、複数の信号処理部１１１の中で、どの信号処理部１１
１で異常が発生しているのかを特定することができる。
【００３９】
　なお、図３に記載されたフローは、警報検出部１１５が、警報を検出した際に処理が開
始されているが、実施の形態１での処理は、このような例に限定されない。例えば、ユー
ザが任意のタイミングで解析を実施できるようにするため、光送受信装置１１０は、強制
的に解析を開始する機能を有し、強制解析開始設定時にも解析処理を開始する。具体的に
は、入力部１１８を介して、ユーザからの解析指示の入力があった場合に、解析制御部１
１６は、解析処理を開始する。このような入力部１１８は、光送受信装置１１０に設けら
れている入力装置により実現されればよい。また、入力部１１８を介して、他の装置から
解析指示の入力があった場合に、解析制御部１１６は、解析処理を開始する。このような
入力部１１８は、ネットワークと通信を行う通信インターフェース装置により実現されれ
ばよい。なお、ユーザからの指示で解析処理を開始する場合には、解析制御部１１６は、
図３に示されているステップＳ１０での処理をスキップしてもよい。
【００４０】
実施の形態２．
　図４は、実施の形態２に係る光伝送システム２００の一例を概略的に示すブロック図で
ある。
　光伝送システム２００は、例えば、第１の光送受信装置２１０Ａと、第２の光送受信装
置２１０Ｂとを備える。なお、第１の光送受信装置２１０Ａ及び第２の光送受信装置２１
０Ｂは、同様に構成されており、以下、特に各々を区別する必要がない場合には、光送受
信装置２１０という。
【００４１】
　実施の形態２における光送受信装置２１０は、第１の信号処理部２１１－１、第２の信
号処理部２１１－２、・・・、第Ｎの信号処理部２１１－Ｎ（Ｎは２以上の整数）と、第
１のセレクタ１１２－１、第２のセレクタ１１２－２、・・・、第Ｎのセレクタ１１２－
Ｎと、制御部２１３と、メモリ部１１７と、入力部１１８と、出力部１１９とを備える。
なお、第１の信号処理部２１１－１、第２の信号処理部２１１－２、・・・、第Ｎの信号
処理部２１１－Ｎの各々は、同様に構成されているため、以下、特に区別する必要がない
場合には、信号処理部２１１という。また、第１のセレクタ１１２－１、第２のセレクタ
１１２－２、・・・、第Ｎのセレクタ１１２－Ｎの各々は、同様に構成されているため、
以下、特に区別する必要がない場合には、セレクタ１１２という。実施の形態２における
光送受信装置２１０におけるセレクタ１１２、セレクタ制御部１１４、メモリ部１１７、
入力部１１８及び出力部１１９については、実施の形態１における光送受信装置１１０と
同様に構成されている。
【００４２】
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　複数の信号処理部２１１は、データ信号を順番に処理するように配置されている。
　各々の信号処理部２１１は、データ信号の処理経路の上流側から入力されるデータ信号
に対して、予め定められた処理を行い、処理後のデータ信号を下流側に出力する。信号処
理部２１１は、データ信号の処理の実行時における、予め定められた処理性能の値を示す
性能情報を性能情報モニタ部２２１に与える。例えば、性能情報は、受信データのエラー
訂正数、エラー数、光の入出力レベル等の各種処理性能の値を示す。
【００４３】
　制御部２１３は、光送受信装置２１０での処理を制御する。
　制御部２１３は、セレクタ制御部１１４と、解析制御部２１６と、閾値設定部２２０と
、性能情報モニタ部２２１とを備える。実施の形態２における制御部２１３のセレクタ制
御部１１４は、実施の形態１と同様に構成されている。
【００４４】
　閾値設定部２２０は、性能情報モニタ部２２１で、異常の発生と判断するための閾値と
して、処理性能毎に、最大値、最小値及び許容変動量の少なくとも何れか一つを設定する
。この設定については、入力部１１８を介して、ユーザからの指示に応じて、行われても
よい。
　性能情報モニタ部２２１は、各信号処理部２１１での処理性能をモニタする。具体的に
は、性能情報モニタ部２２１は、各信号処理部２１１から送られてくる性能情報に基づい
て、各信号処理部２１１での処理性能をモニタする。そして、性能情報モニタ部２２１は
、各信号処理部２１１から送られてくる性能情報を解析制御部２１６に与える。
【００４５】
　解析制御部２１６は、閾値設定部２２０で設定された閾値に基づいて、性能情報モニタ
部２２１からのモニタ情報から、異常の発生の有無を検出する。例えば、解析制御部２１
６は、性能情報モニタ部２２１でモニタした性能情報で示される値と、閾値設定部２２０
で設定された対応する閾値と比較する。そして、解析制御部２１６は、性能情報で示され
る値が閾値として設定された最大値を上回った場合、性能情報で示される値が閾値として
設定された最小値を下回った場合、又は、性能情報で示される値の変動量が閾値として設
定された許容変動量を上回った場合に、警報検出相当の事象が発生していると判断し、実
施の形態１と同様に、解析処理を開始する。なお、解析制御部２１６は、図３に示されて
いるステップＳ１３での異常発生の有無については、性能情報モニタ部２２１でモニタし
た性能情報で示される値により判断する。
【００４６】
　以上のように、実施の形態２によれば、光の入出力レベルの低下又は変動等、警報には
至らない信号劣化の場合でも、異常個所の解析を行うことができる。
【００４７】
実施の形態３．
　図５は、実施の形態３に係る光伝送システム３００の一例を概略的に示すブロック図で
ある。
　光伝送システム３００は、例えば、第１の光送受信装置３１０Ａと、第２の光送受信装
置３１０Ｂとを備える。なお、第１の光送受信装置３１０Ａ及び第２の光送受信装置３１
０Ｂは、同様に構成されており、以下、特に各々を区別する必要がない場合には、光送受
信装置３１０という。
【００４８】
　実施の形態３における光送受信装置３１０は、第１の信号処理部２１１－１、第２の信
号処理部２１１－２、・・・、第Ｎの信号処理部２１１－Ｎ（Ｎは２以上の整数）と、第
１のセレクタ１１２－１、第２のセレクタ１１２－２、・・・、第Ｎのセレクタ１１２－
Ｎと、制御部３１３と、メモリ部１１７と、入力部１１８と、出力部１１９とを備える。
なお、第１の信号処理部２１１－１、第２の信号処理部２１１－２、・・・、第Ｎの信号
処理部２１１－Ｎの各々は、同様に構成されているため、以下、特に区別する必要がない
場合には、信号処理部２１１という。また、第１のセレクタ１１２－１、第２のセレクタ
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以下、特に区別する必要がない場合には、セレクタ１１２という。実施の形態３における
光送受信装置３１０は、制御部３１３を除いて、実施の形態２における光送受信装置２１
０と同様に構成されている。
【００４９】
　制御部３１３は、光送受信装置３１０での処理を制御する。
　制御部３１３は、セレクタ制御部１１４と、解析制御部３１６と、閾値設定部２２０と
、性能情報モニタ部２２１と、時間設定部３２２とを備える。実施の形態３における制御
部３１３は、時間設定部３２２及び解析制御部３１６を除いて、実施の形態２における制
御部２１３と同様に構成されている。
【００５０】
　実施の形態２において、性能情報モニタ部２２１でモニタされている値で異常が検出さ
れた場合、主データ信号断が発生しているとは限らないが、解析が実施される。このよう
な場合には、主データ信号の経路変更（セレクタ１１２による経路切り替え）が行われる
ため、一時的に主データ信号断となる。
【００５１】
　実施の形態３では、時間設定部３２２は、解析実施可能な時間帯を設定する。この設定
については、入力部１１８を介して、ユーザからの指示に応じて行われる。
　そして、解析制御部３１６は、性能情報で示される値で異常を検出した場合にも、時間
設定部３２２で設定された時間まで解析は実施せず、設定時間になってから解析を実施す
る。
【００５２】
　実施の形態３によれば、装置使用率が低くなる時間帯が予め分かっている場合等に、解
析を実施可能な時間を設定しておくことで、解析実施中の主信号断の影響を小さくするこ
とができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１００，２００，３００　光伝送システム、　１１０，２１０，３１０　光送受信装置
、　１１１，２１１　信号処理部、　１１２　セレクタ、　１１３，２１３，３１３　制
御部、　１１４　セレクタ制御部、　１１５　警報検出部、　１１６，２１６，３１６　
解析制御部、　１１７　メモリ部、　１１８　入力部、　１１９　出力部、　２２０　閾
値設定部、　２２１　性能情報モニタ部、　３２２　時間設定部。
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